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船舶事故調査報告書 

 

                            令和３年１月１３日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１１月１６日 １７時３０分ごろ 

発生場所 千葉県浦安市総合公園南東方沖 

浦安沖灯標から真方位０６４°２.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°３７.７′ 東経１３９°５６.１′） 

事故の概要 旅客船ルナフェスタは、北東進中、のり養殖施設に乗り揚げた。 

ルナフェスタは、左舷プロペラ軸に曲損を生じ、また、のり
．．

養殖施

設は、養殖区画ロープの切損等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 ルナフェスタ、１７トン  

２５０－２７３２０東京、株式会社 BERUGA（船舶所有者）、ASIA 

NEW DREAM 株式会社（運航者、Ａ社） 

１１.８６ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.８９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、４３２.５０kＷ、平成５年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２４年４月２６日 

免許証交付日 平成２９年３月２９日 

         （令和４年４月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷プロペラ軸に曲損 

のり養殖施設 養殖区画ロープに切損、のり網等に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 ４m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日没時刻：１６時３３分ごろ 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか２人が乗り組み、東京都江東区所在のマリーナ

（以下「本件マリーナ」という。）を出発し、東京都中央区所在の桟

橋で旅客１２人を乗せ、法定灯火を表示し、花火大会を観覧する目的

で令和元年１１月１６日１６時００分ごろ同大会会場である浦安市総

合公園（以下「本件公園」という。）の南東方沖へ向けた。 
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本船は、船長が操舵室で目視により見張りを行いながら操縦し、北

東進して本件公園の南西方沖に至った。 

船長は、数年前に本事故現場付近を昼間に航行した際、本件公園の

東方沖にのり
．．

養殖施設が設置されていたので、同のり
．．

養殖施設に接近

しないようにその西方海域で漂泊することとし、主機を極微速力前進

として航行を続けた。 

本船は本件公園の南方沖に差し掛かり、船長が、左舷船首方に南北

に並んだ黄色に点滅する灯浮標２基を視認した際、これらをのり
．．

養殖

施設を示す標識とは思わず、河口付近なのでその付近のみに存在する

浅瀬を示す灯浮標と思い、また、船首方の灯浮標の存在に気付いてい

なかった。 

船長は、花火大会を観覧するための漂泊場所を探していたので、視

認したこれら２基の灯浮標の南側の灯浮標（以下「灯浮標Ａ」とい

う。）及び北側の灯浮標（以下「灯浮標Ｂ」という。）を結んだ線から

距離を隔てて南東方に漂泊しようと思い、そのまま北東進した。 

本船は、北東進中、船長が、花火大会会場の南東方沖の漂泊場所に

近づいたので主機を中立運転としようとしたところ、突然船底付近か

ら異音が聞こえ、１７時３０分ごろ船体が停止した。 

船長は、浅瀬に乗り揚げたと思い、本船の主機を中立運転としたの

ちに後進運転としたが、主機が停止したので、周囲を確認したとこ

ろ、船体の周りにのり
．．

網等を認め、本船がのり
．．

養殖施設（以下「本件

養殖施設」という。）に乗り揚げたことを知った。 

船長は、本船のプロペラにロープ等が絡んでいるのを認め、過負荷

により主機が停止したことを知り、航行不能と判断して救助を要請す

ることとし、本件マリーナ担当者経由で海上保安庁に本事故の発生を

通報した。 

船長、乗組員及び旅客は、来援した本件マリーナの所属艇により救

助された。 

本船は、１７日、本事故の発生の通報を受けて来援した本件養殖施

設の所有者によりプロペラに絡んだロープ等が切断された後、本件マ

リーナの所属艇により本件マリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 Ａ社は、本船で、京浜港東京区周辺、羽田空港沖などのクルーズの

ほか、花火大会の観覧を目的とする運航を行っていたが、本事故現場

付近を運航させることがほとんどなかった。 

本船に搭載されていた航海用電子海図は、紙海図を基に作成された

情報を表示するものであり、海図の情報にはない本件養殖施設が表示

されていなかった。 

千葉海上保安部のホームページによれば、本件養殖施設を含めた乗

揚げ注意海域としてのり
．．

養殖施設の設置場所（三番瀬）の情報提供を
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行っていたものの、船長及びＡ社は、事前にその情報を調べていなか

った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ のり養殖施設の情報 

 

本件養殖施設の位置情報は、プレジャーボート・小型船舶用港湾案

内（一般財団法人日本水路協会発行）、海上保安庁の沿岸海域環境保

全情報（CeisNet：シーズネット）等に掲載されていたが、過去の経

験上運航に必要性を感じていなかった理由で本船及びＡ社はこれらの

情報を入手していなかった。 

本件養殖施設は、四角形の形状で、外周が約４,４４０ｍあり、本件

養殖施設の西端及び南端には、進入防止の目的で、約２２０ｍ～４０

０ｍの間隔で灯浮標６基（灯色黄色、灯質７秒５閃又は４秒１閃、光

達距離約１～２km）が設置されており、南西端に位置する灯浮標Ａか

ら灯浮標Ａの東北東方の灯浮標（以下「灯浮標Ｃ」という。）までの

距離が約３９０ｍであった。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件養殖施設付近の灯浮標設置状況 

 

本件養殖施設は、千葉県知事に免許を受け、令和元年８月２０日から

令和２年４月３０日までの間、本件公園南東方沖の区画漁業漁場内に

設置されていた。 

本件養殖施設を管理する漁業協同組合担当者によれば、本件養殖施

設が設置されていた区画漁業漁場には、数年前から平成３０年まで、

利用者がいなかったのでのり
．．

養殖施設が設置されていなかった。 

船長は、本件公園の東方沖にのり
．．

養殖施設が設置されていることを

知っていたものの、出航前に本事故現場付近の水路調査を行っていな

灯浮標Ａ 

約３９０ｍ 

船長が視認した灯浮標 

灯浮標Ｃ 

船長が設置されていることを知っていたのり
．．

養殖施設 

本船の航跡 

三番瀬 

本件養殖施設 
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かったので、本件公園の南東方沖に本件養殖施設が設置されているこ

とを知らなかった。 

船長は、本事故当時、左舷方の灯浮標Ａ及び花火大会会場付近に意識

を向けて航行していたので、右舷船首方の灯浮標Ｃに気付かなかったと

本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本件公園南東方沖を北東進中、船長が、本件養殖施設の存

在を知らず、灯浮標Ａ及び灯浮標Ｂを認めた際、浅瀬を示す灯浮標と

思い、灯浮標Ｃの存在に気付かず、灯浮標Ａから南東方へ距離を隔て

たところに向け、結果として灯浮標Ａと灯浮標Ｃとの間を横切る針路

で航行を続けたことから、本件養殖施設に進入して乗り揚げたものと

考えられる。 

 船長は、灯浮標Ｃの存在に気付いておらず、また、浅瀬が灯浮標Ａ

及び灯浮標Ｂの付近のみに存在すると思い込んでいたことから、針路

上の漂泊場所には浅瀬がないと思ったものと考えられる。 

 船長は、以前本事故現場付近を航行した際に本件養殖施設が設置さ

れていなかったことから、左舷方の灯浮標Ａ及び花火大会会場付近に意

識を向け、右舷方の灯浮標Ｃに気付かなかった可能性があると考えられ

る。 

船長及びＡ社は、事前に航行予定海域の水路調査を行っていなかっ

たことから、本件公園南東方沖に本件養殖施設が設置されていること

を知らなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件公園南東方沖を北東進中、船長が、

本件養殖施設の存在を知らず、灯浮標Ａ及び灯浮標Ｂを認めた際、浅

瀬を示す灯浮標と思い、灯浮標Ｃの存在に気付かず、灯浮標Ａから南

東方へ距離を隔てて灯浮標Ａと灯浮標Ｃとの間を横切る針路で航行を

続けたため、本件養殖施設に進入して乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、時期によって養殖施設の設置状況等が変化することを認

識し、海上保安庁のホームページで掲載されている乗揚げ注意海

域ののり
．．

養殖施設の情報及び沿岸海域環境保全情報（シーズネッ

ト）等を活用して事前に航行予定海域の水路調査を行い、最新の

情報を収集した上で出航すること。 

・船長は、航行中は、特定の対象のみに意識を向けることなく、常

時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・運航者は、初めて運航する海域ののり
．．

養殖施設等の漁場施設の設
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置状況を調べるなど、事前に水路調査を行い、船長と情報を共有

し、安全運航を図ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

 

千葉県 

神奈川県 

東京都 

灯浮標  ７秒５閃光 

     ４秒１閃光 
千葉県浦安市 

事故発生場所 

（令和元年１１月１６日 

 １７時３０分ごろ発生） 浦安沖灯標 

０ 0.5 2M 

船長が設置されていることを知っていたのり
．．

養殖施設 

船長が視認した灯浮標 

灯浮標Ａ 灯浮標Ｃ 


